
 

第３５回 市川市行徳臨海部まちづくり懇談会 

 

日時 平成２５年９月４日（水） 

１８：３０～２０：００  

  会場 行徳文化ホールＩ＆Ｉ 大会議室 

 

 

 

次   第 

 

 

１．開 会 

   

   

２．議 題 

 

 

（１）行徳湿地の将来の活用方法について               

～千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会との意見交換～ 

    《資料》「行徳湿地の将来の活用方針について」 

        「行徳湿地の利用について」 

        「行徳湿地の目標に向けた概念図(案)」 

        「現況写真」 

        「行徳湿地の目標に向けた概念図(案)のゾーン別の利用方法」 

 

 

３．報 告 

（１）行徳臨海部の課題に係る最近の状況について 

         「三番瀬に係る会議の主な経緯と今後の予定」・・・資料 A 

         「塩浜護岸整備の状況」          ・・・資料 B 

 

 

 ４．その他 

   

   

５．閉 会 

 

 



第３５回 市川市行徳臨海部まちづくり懇談会 出席者名簿 

 

平成２５年９月４日 

分 野 氏  名 所 属・専 門 出欠 

学
識
者 

西 村 幸 夫 東京大学 工学部 教授 ○ 

風呂田 利 夫 東邦大学 理学部  × 

自
治
会 

金 井  修 次 行徳地区自治会連合会 会長 ○ 

歌 代 素 克 南行徳地区自治会連合会 相談役 × 

市

民

団

体 

佐 野 郷 美 市川緑の市民フォーラム 事務局長 ○ 

安 達 宏 之 特定非営利活動法人 三番瀬環境市民センター 広報 × 

丹 藤   翠 行徳まちづくりの会 代表 ○ 

東  良  一 特定非営利活動法人 行徳野鳥観察舎友の会 理事長 ○ 

漁

組 
中 島 健 蔵 市川市行徳漁業協同組合 専務理事 ○ 

木 村  和 秋 南行徳漁業協同組合 専務理事 ○ 

企
業
・
関
係
機
関 

佐々木 洋 晁 市川市塩浜協議会 まちづくり委員会 事務局長 ○ 

三 原  一 洋 社団法人 市川青年会議所 委員長理事 × 

山 崎  龍 二  
独立行政法人 都市再生機構 千葉地域支社 

都市再生企画室  業務推進チームリーダー  
× 

土 屋 光 博 市川市 副市長 × 

市
民 

川 口   勲 市川市民 ○ 

                  （敬称略） 

 



行徳湿地の将来の活用方法について行徳湿地の将来の活用方法について
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行徳湿地は、東京湾の埋め立て事業が進む中

で、自然保護団体が渡り鳥の保護を強く要望した

ため、 カモ類やシギ、チドリ類等の鳥の保護育

成地として、昭和４５～５０年にかけて企業庁に

より整備された内陸性湿地です。

現在、千葉県の鳥獣保護区及び近郊緑地特別

保全地区に指定されています。
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１ 行徳鳥獣保護区（鳥獣保護法）

目 的 集団で渡来する水鳥等の渡り鳥の保護

指定年月 昭和５４年１１月

面 積 ５６ha

関連施設 野鳥観察舎 １棟

行徳湿地の位置付け行徳湿地の位置付け

傷病鳥収容・回復訓練施設 １棟

２ 近郊緑地特別保全地区（首都圏近郊緑地保全法）

目 的 良好な自然環境のある緑地について、その

周辺住民の健全な生活環境を確保するため

指定年月 昭和４５年８月

面 積 ８３ha（隣接する宮内庁新浜鴨場を含む）
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行徳湿地における事業行徳湿地における事業
１ 行徳湿地再整備事業

行徳湿地は、三番瀬の後背湿地の機能を有する汽水域の場所（淡水と海水とが混じり合う場所）

としての役割発揮が期待されています。

このため、干出域（干潟）の拡大や貧酸素水域の解消を図り、また、淡水導入を強化してさらなる

汽水域化を促進することを目指し、再整備に向けた検討を実施しています。

事業の実施に当たっては、「千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会」（学識経験者、NPO、

市川市、県関係機関等により構成）で慎重な検討を重ねながら進めています。

こ うはいし っ ち

かんしゅついき

きすいいき

２ 導流堤改修工事

海水域である湿地と雨水・雑排水が流れる通称丸浜川を隔てている導流堤は、昭和４９年に設置

されましたが、現在は老朽化が進み、倒壊の危険性があります。

このため、導流堤倒壊を回避するために、平成２０～２５年度にかけて改修工事行っています。

３ 野鳥観察舎及び鳥獣保護区の管理業務

県民が自然に親しみつつ、野鳥の生態に触れる機会を提供するための野鳥観察舎等の管理

業務を市川市に委託し実施しています。

また、隣接する湿地帯について、鳥獣保護区として、良好な環境が保全形成されるよう、湿地

内の草刈りや観察路の維持管理業務も市川市に委託しています。
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行徳湿地でできること行徳湿地でできること
○野鳥の観察や写真撮影
・観察舎に設置された４４台の望遠鏡で、保護区内の野鳥や日本最北端の
トビハゼなどが観察できます。また、観察舎内には、保護区の歴史がわか
る展示スペースや動画を見ることができます。

・専門講師による自然や郷土に親しむ公開講座を年間１５回開催しています。

・傷病鳥収容施設には、県内各地から保護された鳥が収容され、オオタカな
ど稀少な鳥を間近に見ることができます。ど稀少な鳥を間近に見ることができます。

○緑の国の散策
・土日祝日の開園で、約６００ｍの遊歩道を自由に歩きながら鳥や植物の
観察ができます。

○保護区内の体験・観察会
・毎週日曜日と祝日は、立入りを制限している保護区内を観察舎スタッフの
誘導及び解説により観察できます。

・花見のできる「桜の花の観察会」や、脱穀体験や餅つきができる「しんはま
収穫祭」など、四季に応じた体験や観察ができます。
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【行徳湿地の利用について】 

１．目標 

地元住民や県民をはじめ、広く市民が、地域の自然を感じられる場所。自然を楽しむことができ、学べる場。そして多くの方々が大切な場所と認識していただくこと。 

具体的な表現手法として、エコミュージアムとして機能することと考える。 

・近年国内で減少が著しい淡水湿地から海域への移行域として表現（わかりやすいように工夫する）。 

・県民が、様々なボランティア活動などの場として参画する。 

・修学旅行、遠足の先として選定される。 

・保護区内は地域を代表する多様な生物が生息し、その一部に市民が触れ合い親しむ。 
 

２．利用を図る上での特徴的な機能の現状と課題と施策（案） 
 特徴的な機能 現状 課題 目標達成のための施策 

① 
東京湾奥の自然

（歴史を含む）を

感じる場所 

・再生された湿地は日常の維持管理作業により、一定の水準で原風景として表

現されている。 
・カワウやカイツブリなどの水鳥が繁殖し、渡りの時期にはシラサギ類や少数

ながらシギ・チドリ類などが見られる。越冬期は、カモ類、数種類のタカ類

が見られる。 
・他の生物についても、ウモレベンケイガニやベンケイガニ、トビハゼなどの

希少種が生息するようになってきている。 

・安定した淡水源がない。 
・維持管理作業に多大な労力が必要となっている。 
・淡水から海域への生物の移動経路は充分なのかなど、湿地

や水路などの構造について検証されていない。 
・干潟の一部が消失し面積が少なくなっている。 
・海域に生物層が貧弱な深みがある。 
 

・淡水源の確保。 
・限られた面積のなかで移行域としてのあり方を検討する。 
・効率のよい管理方法を見だす。 
・泥の移入。 
・深みの埋戻し。 

② 景色を楽しむ 

・園内については、観察会などにより自然を市民が感じることができる場は設

定している。 
・周辺の丸浜川沿い、緑の国など、樹木を中心に緑地と水面が広がり憩いの場

として機能している。 

・園内観察会などの参加者が 10-30 人程度に留まっている。 
・周辺では、キョウチクトウやニセアカシアなどが多く、  

水辺と海岸緑地が造る景観を充分表現できていない。 
・植栽について地域住民とのコンセンサスが不充分。 

・園内観察会について、メニューを拡げ、さらにライトユーザー向け

の設定を検討する。 
・当地の環境に適した植栽のあり方について検討が必要。 

③ 
ボランティア活動

の場 
・毎月 1 回ボランティアデーを設定し、園内管理作業を主体に実施している。 
・これとは別に、自然発生したグループが湿地改善などを行っている。 

・人手不足のため充分な対応ができていない。 
・参加者が少ない。 

・メニュー作成、ボランティアの組織化、満足度の向上、効果的な告

知などを行うコーディネーターの配置を検討する。 

④ 
環境・体験学習 

の場 

・対象は、カニ、トビハゼ、昆虫、歴史など多彩に存在。 
・小学校低学年など年間数十校が施設には来場している。 

・保護区内に入り湿地環境を体感することまでできていない。 
・小学校高学年以上の年齢層が来場していないが、問合せは

多いので潜在需要はあると感じている。 
・人手がなく対応できない。 

・環境学習を積極的に行う。 
・インタープリターの配置を検討する。 

⑤ 環境再生の取組 

・大きな労力をかけ開水面を維持するなど行い、少数ながら目標としている淡

水性のシギ・チドリを誘致できている。 
・目論見通り水質浄化が図られており、良好な状態が維持されている。 
・2009 年に「関東水と緑の拠点ネットワーク 100 選（日本生態系協会）」に選

定された。 

・湿地の維持管理作業に多大な労力が必要となっている。 
・市民参加が広く行われていない。 
・保護区の環境再生について充分な理解が得られていない。 

・効率のよい管理方法の模索。 

・手法と成果を発表する。 

・住民、県民をはじめ広く市民のご理解と協力を得られる仕組みをつ

くる。 

⑥ 科学的調査の場 

・定期的に鳥類調査は行われており所定の報告はなされている。 
・その他、個人の協力を得て植生、昆虫（鱗翅目、カマキリの卵のう）の調査

や、大学による魚類や底生生物の調査が行われている。 

・記録がどうとられているのか整理されているのか不明。 
・多くの市民に伝えるような発表がされていない。 
・地域や市民との連携が見られない。 

・保護区の再生について、これまで行ってきた内容、手法と成果など

について論文として発表する。そのうえで、大学など各機関が行う

科学的調査についてコーディネートし、広く市民に向けて告知する。 
・現在単発的に行われている行徳高校生物部との連携は可能と思われ

るので高めていく。 

⑦ 野鳥病院の活動 

・年間 400 羽程度の鳥類を受入れ治療、放鳥などを行っている。 
・間近で野鳥が見られる→市民に随時説明している。 
・放鳥時にアナウンスし市民と一緒に実施→不定期。 
・傷病鳥の丸浜川での展示。 
・市民から病院へ餌やカンパをいただくという参加の場になっている。 

・職場環境として衛生面で良好とは言いがたい。 
・限られた予算の中で、県民の収容依頼に適切に対応す

るため、苦慮している。 

・職場環境として衛生面での改善を検討。 

・野鳥病院については、改めてあり方について議論する。目標、構造、

位置、人材、機能、経費などの項目について検討する。 

 

⑧ 
他の湾岸施設との

連携 
・情報、意見などの交換。スタッフ間の研修などについて、個人レベルで不定

期な交流－他所のイベントへの参加などは行われている。 
・他所との連携を組織的に行っていない。 
・交流することについて目的や成果が設定されていない。 

・交流目的を検討し明確にしていく。 
・他所との連携や新たな参加を得ていく。 
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カワウ

のコロニー

東京湾奥で

希少な泥干潟

と周辺のアシ原

カモメ等の

鳥類との

触れ合い

塩浜小学校

塩浜中学校

観察壁

行徳野鳥観察舎の

概ねの展望範囲

ゆりが浜の震災

による影響

浄化池

千鳥水門

触れ合い・

⑩

④

⑧

⑨

⑪

⑫

触れ合い

カモ等の

鳥類の観察

行徳高等学校

行徳野鳥観察舎

UFO島

宮内庁新浜鴨場 トビハゼ

触れ合い・

体験ゾーン（仮称）

干潟の生き物

①
③

②

⑥

⑦

通称“どぶ池”

（淡水源）

宮内庁新浜鴨場 トビハゼ

の生息地

行徳野鳥観察舎駐車場

鳥類の観察

南行徳水辺の周回路

丸浜川ゾーン（仮称）
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行徳湿地の目標に向けた概念図（案）のゾーン別の利用方法

制限内容 ゾーン 現在の利用方法 将来の利用方法 安全面の検討

立入り禁止
ガイドの誘導に
より観察が可
能

保全ゾーン
（仮称）

・定期的な保護区内の観察会
・ビオトープを目的とした水性植物の植栽
・海草類の繁殖実験
・汽水湿地の造成

・観察会はガイドにより、参加者の誘導と鴨場への立
入りを防止する
・自由な立入りはさせない

立入り自由 触れあい・体験
ゾーン（仮称）

・干潟の生き物の観察 ・UFO島へ渡り野鳥の観察や干潟に触れ合う
・導流堤を散策しながら野鳥や底生生物の観察や直
接触れる

・中学生以下の子供は、大人の同伴が必要
・緑の国と同様に人の入出管理が必要

立入り自由
緑の国

・土日祝日のみ野鳥や植物の観察ができる ・ツリーハウスを建て、高い視点から保護区を眺める ・人の入出管理が必要

立入り禁止
ガイドの誘導に
より観察が可
能

保護区全体

・触れ合い・体験ゾーン（緑に国入り口付近）からゆり
が浜へ向けてベカ船に乗って移動し、本土へ上陸後、
観察会の経路を散策し、セイゴ水道の生き物を観察し
たあと、観察舎を見学する

・船頭・ガイドにより、水上の安全確保と本土部の散策
時の誘導が必要

立入り禁止 丸浜川沿い

・野鳥の観察や写真撮影 ・蓮田や水田づくりの体験ゾーン
・文化に出会える場（舟、舟溜り、堰や水路）

・蓮田や水田を作った場合の転落防止が必要



三番瀬に係る会議の主な経緯と今後の予定について 

 

主な経緯（H25.1.11 以降） 
                                    平成２５年９月４日 

年 月 日 内      容 

平成２５年  

３月 ８日 「三番瀬漁場再生事業連絡協議会」開催(千葉県) 

３月１９日 「市川海岸塩浜地区護岸整備委員会」開催（千葉県） 

 ３月２３日 「三番瀬ミーティング」開催（千葉県） 

 ３月２７日 「三番瀬専門家会議」開催（千葉県） 

８月２２日 「市川海岸塩浜地区護岸整備懇談会」開催（千葉県） ※25年度第1回 

 

 

 

今後の予定 

 

年 月 日 内      容 

９月１０日 「三番瀬漁場再生事業連絡協議会」開催(千葉県) ※25年度第1回 

９月１１日 「三番瀬専門家会議」開催（千葉県） ※25年度第1回 

９月１４日 「三番瀬ミーティング」開催（千葉県） ※25年度第1回 

１１月開催予定 「市川海岸塩浜地区護岸整備懇談会」開催（千葉県） ※25年度第2回 

開催日未定 「三番瀬専門家会議」開催（千葉県） ※25年度第2回 

開催日未定 「三番瀬ミーティング」開催（千葉県） ※25年度第2回 
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塩浜

塩浜

一丁目

塩浜

三丁目

塩浜

二丁目

Ｌ=約600ｍ

漁港区域

Ｌ=約１１００ｍ

市川漁港

塩 浜 護 岸 改 修 事 業 状 況 図

Ｌ=約６００ｍ

H26年度以降予定

H23～H25年度

 AP－22.00m
 AP－21.00m

 AP+1.00m 捨  石

 AP－ 1.50m

被覆石(１t/個）

1:3

（２層積み）  AP＋5.65m

 AP＋ 4.00m

AP± 0.00m

遊歩道

1:
2

捨　石

Ｈ鋼杭 Ｈ鋼杭

被覆石

海岸保全区域　３０ｍ

既存鋼矢板

AP+7.18

塩 浜 一 丁 目 護 岸

捨石
200ｋｇ～500ｋｇ

H25 施工中

・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ工、・被覆工
・展望ﾃﾞｯｷ 2箇所 等

L=約600m
完成延長

L=約770m

H25 施工中

被覆石工

L=約130m

H18～H25年度予定
Ｌ=約９００ｍ

Ｌ=約２００ｍ
H26年度以降予定 塩 浜 二 丁 目 護 岸

H鋼杭H鋼杭

既存鋼矢板

捨石

被覆石

１ｔ/個

海岸保全区域 30m

AP+7.18

階段式護岸

AP＋7.2

被覆ブロック
2ｔ

パラペット

塩 浜 一 丁 目 展 望 デ ッ キ
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塩 浜 二 丁 目 護 岸








